
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末年始の、青少年センター、富田・春日の青少年交流センター及び、青少年課は12/29（金）～1/3（水）まで休館 

事業名 

 

内容（参加費） 

講師 

対象 
募集人数 

日時 場所 申込方法・その他 

   

青少年活動支援 

スキルアップ講座 
 

したりされたり 

卓球指南 

 

   
「指南（しなん）」とは教え導くこ

と。世代をこえた参加者が各々の

思う「卓球道」を指南してくださ

い。元卓球女子日本代表の金沢さ

んの個別指導もあります。（無料） 
 
   
   

元卓球女子日本代表 

金沢 咲希さん 

①②各  
小学3～ 

6年生 

   ６人 
 

中学～高校生 

    ６人 
 

大人 6人 

1/6（土） 
 
①午前9時30分 

  ～10時50分 
 
②午前11時 

  ～12時20分 

富田青少年 

交流センター 

３階 

 

体育ホール 

12/6（水）～ 

富田青少年 

交流センターへ  
電話、窓口で受付。 

（申込順） 

   
親子体験講座 

   

クリスマス壁かざり 

 

  
親子で一緒にクリスマスの壁か

ざりを作ります。親子で造形遊び

を体験しながら、子どもの創造性

や自主性を育むかかわり方を学

びます。 

（子ども１人あたり２00円）       
NPO法人 三島子ども文化 

ステーションのスタッフ 

 
4歳～6歳の   
未就学児と
その保護者 

  
子ども 
20人  

※子どもだけの 
参加は不可 

12/10（日） 

 
午後1時30分 

～3時 

クロスパル高槻

５階 

 

視聴覚室 

11/13（月）～19（日） 

青少年センターへ 
電子申込、窓口で受付。 

（多数抽選） 

街角ユースLABO 
  
大学生のサークル事情 
 

～のぞいてみよう！ 

 ボランティアサークル～ 

 

  
大学生活の楽しみのひとつでもあ

るサークル活動。国際協力団体で

活動する現役大学生を案内人に、

「ボランティアとは？」を考え、皆

で語り合いましょう！また、東南

アジアの国ラオスへの教育支援に

ついて知ってみませんか。（無料） 

 

街角ユースメイト 村尾 愛さん 

     
15歳～ 

概ね30歳 

未満の青少年 
 

10人程度 

12/14（木） 
 

午後6時30分 
～8時 

クロスパル高槻

6階 
 

街角ユースフロア  

 

 

当日直接、 

青少年センターへ 
事前申込不要（先着順） 

青少年相談・青少年交流施設のご案内 

◎富田青少年交流センター 電話 火～金 9:00～12:00  面接・相談 火・金 14:00～16:00 ☎０７２－６９４－３１００ 

◎春日青少年交流センター 面接・相談 第２・４金 14:00～16:00  面接相談はいずれも要予約  ☎０７２－６７６－７１２３ 

  青少年センター（クロスパル高槻６階） 
【住所】紺屋町1‐2 (〒569-0804)   【電話】072‐685‐3724   【F A X】072‐686‐2457 

【開館時間】午前9時～午後9時  ※休館日11/12（日）、 12/28（木）は午後5時まで 

                                   
 

 

春日青少年交流センター 
【住所】春日町22‐1 (〒569-0053)  【電話】072‐676‐7123  【F A X】072‐671‐9605  

【開館時間】午前9時～午後9時 

 

富田青少年交流センター 
【住所】富田町4‐15‐24 (〒569-0814)  【電話】072‐694‐5454  【F A X】072‐694‐4658  

【開館時間】午前9時～午後9時 

 

相談 

青少年課（問い合わせ窓口） 
【住所】桃園町2-1総合センター8階 (〒569-8501)  【電話】072‐674‐7654   

【窓口時間】午前8時45分～午後5時15分（土・日・祝休日除く） 

その他の対象 

 

富
田
青
少
年
交
流
ｃ 

青
少
年
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 

高槻市は11月を「子ども・若者育成支援強調月間」と定め、様々な啓発活動に取り組んでいます。近年は スマートフォンや

SNSの急速な普及に伴い、青少年を取り巻くインターネット利用環境も一層多様化しており、子ども達がSNSに起因する犯罪

に巻き込まれる等、新たな青少年被害も発生しています。 

このような問題を解決する為には、家庭や地域も一体となり、市民 

一人ひとりが協力して社会環境づくりに取り組む必要があります。 

青少年の健やかな成長の為に、私たちに出来る事を考え、 

取り組んでいきましょう！ 

11月は子ども・若者育成支援強調月間です！ 


